
平

成

三

十

年

十

二

月

五

日

参
議
院
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

食
品
表
示
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
届
出
を
要
し
な
い
自
主
回
収
の
範
囲
を
明
確
に
規
定
し
、
事
業
者
及
び
消
費
者
に
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

食
品
衛
生
法
又
は
食
品
表
示
法
に
違
反
す
る
食
品
の
自
主
回
収
情
報
を
一
元
的
に
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
を
速
や
か
に
整
備

し
、
本
法
を
可
及
的
速
や
か
に
施
行
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
施
行
ま
で
の
間
も
、
現
行
の
消
費
者
庁
リ
コ
ー

ル
情
報
サ
イ
ト
の
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
情
報
配
信
の
利
便
性
向
上
及
び
周
知
に
努
め
る
こ
と
。

三

食
品
衛
生
法
又
は
食
品
表
示
法
に
違
反
す
る
食
品
の
自
主
回
収
情
報
を
一
元
的
に
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
情
報
を
一
覧
化
し
、
消
費
者
に
と
っ
て
危
害
性
等
の
種
類
や
情
報
の
重
要
度
が
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ

う
工
夫
す
る
こ
と
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
の
存
在
や
活
用
方
法
に
つ
い
て
、
事
業
者
及
び
消
費
者
へ
の
普
及
・
啓
発
に
取
り
組

む
こ
と
。

四

安
全
性
に
関
わ
る
表
示
事
項
（
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
保
存
方
法
、
消
費
期
限
等
）
の
欠
落
や
誤
表
示
な
ど
は
健
康
危
害
を
引
き

起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
の
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
自
主
回
収
の
必



要
性
が
生
じ
た
時
点
で
の
情
報
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。

五

事
業
者
が
自
主
回
収
し
た
食
品
の
う
ち
、
食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
に
影
響
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
支
援
を
必

要
と
し
て
い
る
人
々
に
提
供
す
る
な
ど
、
で
き
る
だ
け
食
品
と
し
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
食
品
ロ
ス

の
削
減
に
向
け
て
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
こ
と
。

六

二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
な
ど
に
よ
り
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
増
加
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
食
品
に
禁
忌
の
あ
る
宗
教
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
等
へ
の
配
慮
も
含
め
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
が
理

解
で
き
る
よ
う
、
食
品
表
示
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
。

七

食
品
表
示
が
消
費
者
に
十
分
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
食
品
表
示
制
度
の
普
及
、
理
解
の
促
進
等
に
向
け
、
消
費
者
教
育
に
一

層
取
り
組
む
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


